
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６次水俣市総合計画策定に係る基礎資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政策推進課  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本市の総人口は、1970 年代から 80 年代にかけては、人口３万６千人前後で横ばいの状態であったが、平成を迎える

頃から減少に向かった。１９８９年以降の人口の推移を見ると、2017 年までの約 30 年間でおよそ１万人減少しており、

社人研※の推計によると、このままでは 2045 年には 15,573 人にまで減少すると予想されている。 

※社人研：国立社会保障・人口問題研究所 

社人研の推計人口によると、本市は今後ますま

す少子高齢化が進行し、人口ピラミッドは土台の

部分（年少人口部分）は小さくなり、さらに不安

定な形状となっていくことが予想されている。 

また、どのピラミッドも 20～24 歳の区分が極

端に少なくなっていることから、10 代後半に転

出する人が多いことが分かる。 

１ 将来人口推計等について 



 

  

 ３区分別の人口の推移

を見てみると、生産年齢

人口の減少が著しく、

2015 年と比べると、2025

年までの 10年で約 3,000

人も減少すると予想され

ている。老年人口は 2020

年ごろにピークを迎え、

その後減少に転じるが、

その後も高齢化は進行

し、2025 年には高齢化率

は 42.7％にまで達すると

予想されている。 

 出生数と死亡数で見

る社会増減と、転入者

数と転出者数でみる社

会増減の推移を見る

と、本市はここ数十年、

一貫してマイナスの状

態が続いている。 

近年は、死亡者数は

400 人前後であるのに

対し、出生数は 200 人

を割り込むようになっ

てきている。 

年齢別・男女別の人

口移動の状況は、「15～

19 歳」～「20～24 歳」

において大きな転出超

過が見られ、30 代にお

いては転入超過の状況

にあることがわかる。 

また、男女別にみる

と、男性の方が女性よ

りも出入の幅が大きい

ことが見て取れる。 



 

  

本市の合計特殊出生

率は、国、熊本県の平均

を上回りつつも低下傾

向が続いていたが、2008

年から 2012 年の値は

１．８３と比較的高い水

準を回復し、県内 45 市

町村中 12 位、14 市では

３位となっている。 

 一方、出生数に関して

は、1980 年頃から減少

傾向が続き、近年では

200人を割り込む状況と

なっている。 



 

  

2015 年の国勢調査の結果に基づき、本市の産業分類ごとの就業者数を見てみると、男性では、「製造業」

が最も多く、続いて「卸売業･小売業」、次に「建設業」が続いている。女性では、「医療・福祉」が最も多

く、続いて「卸売業・小売業」、「製造業」が続いている。 

また、熊本県の就業者比率と比較した特化係数で見ると、「医療・福祉」が男女とも高い水準にあるほか、

男性では「製造業」「サービス業」（他に分類されないもの）、女性では「公務」「学術研究、専門・技術サ

ービス業」などが比較的高い係数を示している。 

2015 年の国勢調査の結果に基づき、産業分類のうち、就業者の多い業種など８分類について、就業者の

年齢構成を見ると、「農業・林業」については、男女ともに就業者の過半数が 60 歳以上という状況にある

など、業種により年齢構成に特色が見られる。 

２ 就業人口等について 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方税を主とした自主財源

比率は３割にも満たない状況

が続いており、財政基盤は弱

く、類似団体内平均値を下回

っている。 

 

 2011年度以降減少傾向にあ

ったが、2016 年度は前年度に

比べ 2.9 ポイント悪化した。

県内類似団体平均値をやや下

回ってはいるが、引き続き財

政の健全化に努めていく必要

がある。 

 2014 年度以降、経常収支比

率は増加し、財政の硬直化が進

んでおり、今後も経常経費の適

正化が必要である。依然として

類似団体内平均値を上回る状

態が続いている。 

 

 

 

３ 本市の財政状況について 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【用語解説】 

財政力指数 

地方交付税法の規定により算定した基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た

数値の過去３か年間の平均値をいう。財政力指数は１に近くあるいは、１を越える

ほど財源に余裕があるものと評価されている。また公共事業に係る経費について国

の負担割合の引き上げ適用団体を定める基準に用いる等の国の各種財政援助措置を

行う場合の財政力の判断指数とされている。 

経常収支比率 

人件費、扶助費、公債費等の義務的性格の経常経費に地方税、地方交付税、地方譲

与税を中心とする経常的な収入たる一般財源がどの程度充当されているかにより、

当該団体の財政構造の弾力性を判断するための指標である。経常収支比率は、おお

むね７０～８０％の間に分布するのが通常である。したがって、８０％を越える団

体にあっては、その原因を究明し、経常経費の抑制に留意しなければならない。経

常収支比率が高くなると、臨時的な経費に充当できる一般財源が少なく臨時の財政

需要に対応できなくなり、財政構造が硬直化していることを表している。 

将来負担比率 

地方公共団体の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本と

した額に対する比率のことをいう。一般会計等の借入金（地方債）や公営企業、組

合、設立法人等に対して将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を

指標化し、将来、財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標である。 

実質公債費比率 
自治体の財政状況の健全度を表す指標の一つ。地方債の元利償還金に充てる一般財

源の割合で、１８％以上になると地方債を起債するのに県の許可が必要となる。 

 

全国平均値・熊本県平均

値・類似団体内平均値のい

ずれも上回る状態が続い

ている。 

 今後は、庁舎建て替え等

に伴う公債費の増加が見

込まれるため、事業の選択

に加えて、公共施設等総合

管理計画に基づく中長期

的な費用の平準化を図り、

市債発行額の抑制・平準化

に努める必要がある。 

 

 

資料中の出典：社人研推計値＝2018 年 3 月公表値 

       国勢調査＝2015 年 


